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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 表 示 す る デ ー タ の 数 が 所 定 の 数 で あ る か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段
と 、
　 前 記 表 示 す る デ ー タ の 数 が 前 記 所 定 の 数

場 合 、 表 示 領 域 に 第 一 の 表 示 形 態 で 、 前 記 複 数 の デ ー タ を 表 示 す る 第 １ 表 示 手 段 と
、
　 前 記 表 示 す る デ ー タ の 数 が 前 記 所 定 の 数

、 前 記 表 示 領 域 に 第 二 の 表 示 形 態 で 、 前 記 複 数 の デ ー タ を 表 示 す る 第 ２ 表 示 手
段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 表 示 領 域 は 、 ス ケ ジ ュ ー ラ 形 式 で さ れ た 表 示 領 域 で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 第 ２ 表 示 手 段 は 、 前 記 第 二 の 表 示 形 態 と し て 、 前 記 複 数 の デ
ー タ を 重 ね て 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 第 ２ 表 示 手 段 は 、 前 記 第 二 の 表 示 形 態 と し て 、 前 記 複 数 の デ
ー タ の 中 の 代 表 デ ー タ を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 代 表 デ ー タ を 指 定 す る 代 表 デ ー タ 指 定 手 段 を 更 に 備 え た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 各 デ ー タ の 縮 小 表 示 サ イ ズ を 決 定 す る 表 示 サ イ ズ 決 定 手 段 を 更
に 有 し 、
　 前 記 第 ２ 表 示 手 段 は 、 前 記 第 二 の 表 示 形 態 と し て 、 前 記 決 定 さ れ た 縮 小 表 示 サ イ
ズ で 前 記 複 数 の デ ー タ を 表 現 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 第 １ 表 示 手 段 又 は 前 記 第 ２ 表 示 手 段 で 表 示 さ れ る 複 数 の 表 示

デ ー タ の 表 示 順 序 を 指 定 す る 表 示 順 序 指 定 手 段 を 更 に 有 し 、
　 前 記 表 示 順 序 指 定 手 段 で 指 定 さ れ た 表 示 順 序 で 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 表 示 す る デ ー タ の 数 が 所 定 の 数 で あ る か 否 か を 判 断 す る 判 断 工 程
と 、
　 前 記 表 示 す る デ ー タ の 数 が 前 記 所 定 の 数 場 合
、 表 示 領 域 に 第 一 の 表 示 形 態 で 、 前 記 複 数 の デ ー タ を 表 示 す る 第 １ 表 示 工 程 と 、
　 前 記 表 示 す る デ ー タ の 数 が 前 記 所 定 の 場 合
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、 前 記 表 示 領 域 に 第 二 の 表 示 形 態 で 、 前 記 複 数 の デ ー タ を 表 示 す る 第 ２ の 表 示 工 程 と を
備 え た こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 の デ ー タ 表 示 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 請 求 項 に 記 載 し た 各 工 程 を コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 現 す る た め の プ ロ
グ ラ ム を 格 納 し た 記 憶 媒 体 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 請 求 項 に 記 載 し た 各 工 程 を コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 現 す る た め の プ
ロ グ ラ ム を 格 納 し た 記 憶 媒 体 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ２ ８ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 情 報 処 理 装 置 で は 、 表 示 す る デ ー タ の 数 が 所 定 の
数 で あ る か 否 か を 判 断 す る 判 断 手 段 と 、 前 記 表 示 す る デ ー タ
の 数 が 前 記 所 定 の 数 場 合 、 表 示 領 域 に 第 一 の 表 示 形 態 で 、 前 記
複 数 の デ ー タ を 表 示 す る 第 １ 表 示 手 段 と 、 前 記 表 示 す る デ ー タ
の 数 が 前 記 所 定 の 数 、 前 記 表 示 領 域 に 第 二 の 表 示 形 態 で 、
前 記 複 数 の デ ー タ を 表 示 す る 第 ２ 表 示 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 の 情 報 処 理 装 置 の デ ー タ 表 示 方 法 で は 、 表 示 す る デ ー タ の 数 が 所 定 の 数 で あ
る か 否 か を 判 断 す る 判 断 工 程 と 、 前 記 表 示 す る デ ー タ の 数 が 前 記 所 定 の
数 場 合 、 表 示 領 域 に 第 一 の 表 示 形 態 で 、 前 記 複 数 の デ ー タ を 表
示 す る 第 １ 表 示 工 程 と 、 前 記 表 示 す る デ ー タ の 数 が 前 記 所 定 の

場 合 、 前 記 表 示 領 域 に 第 二 の 表 示 形 態 で 、 前 記 複 数 の デ ー タ を 表 示
す る 第 ２ の 表 示 工 程 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 の 記 憶 媒 体 で は 、 上 記 各 工 程 を コ ン ピ ュ ー タ に よ り 実 現 す る た め の プ ロ グ ラ ム を
格 納 し た こ と を 特 徴 と す る 。
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